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第１節 高千穂町防災計画の目的及び構成 

１ 計画の目的 

  この計画は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４２条の規定に基づ
き、高千穂町防災会議が作成する計画であって、高千穂町の地域に係る防災に関し、
町及び関係機関、住民等が相互に連携を保ち、自らが災害に備えるための手段を講 
ずるとともに、自発的に防災対策に必要な活動に努めなければならない。 
よって、ここに総合的な防災計画を作成し、地域に係る災害予防対策、応急対策、

復旧・復興等、諸対策を講ずることにより、地域における土地の保全と住民の生命、
身体及び財産を保護することを目的とする。 

 
【 国、県及び高千穂町の防災会議並びに防災計画の体系 】 

 

 
国 
 

  
 宮 崎 県 

 

  
高 千 穂 町 

 
  

  

 
中央防災会議 

 

  
県防災会議 

 

  
高千穂町防災会議 

 
  

  

           
防災基本計画 

 

  
県地域防災計画 

 

  
高千穂町地域防災計画 

 
  

 
２ 計画の構成 
  本計画は、次のとおり現実の災害に即した構成とする。また、資料編として参考資
料、本計画に必要な関係資料等を掲げた。 

 

 
高千穂町 

  地域防災計画 

 

 
 

 
 第１編 総則  
 第２編 風水害等対策編  

 第３編 震災対策編    
 第４編 航空災害対策編     
 第５編 道路災害対策編 
  第６編 危険物等災害対策編 
  第７編 林野火災対策編 
資料編 参考資料 
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３ 計画の修正 

  本計画は、災害対策基本法４２条の規定に基づき、国、県の防災方針等や高千穂町

の情勢を勘案して毎年検討を加え、必要があると認めるときは、速やかに計画を修正

する。 

 

４ 計画の周知 

  本計画の内容は、町職員、住民、防災関係機関、並びにその他防災に関する重要な

施設の管理者に周知徹底させるとともに、特に必要と認める事項については、住民に

も広く周知徹底させるものとする。 

 

５ 計画の運用・習熟 

  本計画は、日頃から訓練、研修、広報その他の方法により内容の習熟・習得に努め、

平常時の予防対策及び災害時の応急・復興対策実施時において、適切な運用ができる

ようにしておく。 
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第２節 防災の基本方針 

  本町は、自然に恵まれ、その大自然を観光の資源とした観光地を有し、近年は年間１

５０万人程の観光客が訪れる県内でも有数の観光地である。 

 そのため、季節的に不特定多数の人口増加が見込まれ、災害に備える体制づくりに万

全を期さなければならない。自然災害においては、台風や集中的な豪雨時等には大小河

川の増水氾濫・土砂災害等による被害が多く、また、地震による土砂崩壊等の災害も懸

念される。 

 その対応策として、従来から様々な防災施設・設備等の整備が各種事業により推進さ

れてきたが、今後さらに災害発生の恐れのある危険区域の指定、防災対策の促進、情報

伝達の整備等、総合的防災対策をより一層強化するとともに、災害時における迅速で適

切な対応が出来うる組織・体制づくり、危険管理等のシステムづくりをすすめる。 

 

１ 風水害 

  本町には、五ヶ瀬川と大分県側に注ぐ大野川の幹川がある。他の中小河川も急峻な

地形から扇状に流れ幹川に合流している。 

  町内の河川は、１級河川１９、準用河川１、普通河川２２１があり、また、急傾斜

地（特別）警戒区域や土砂災害（特別）警戒区域は町内全域に散在しているため、大

雨等によるがけ崩れ等の災害は町内全域で発生している。 

  本町の特徴である山地と急峻な地形の中には、集落が点在していることから、山地

の荒廃による落石や、土石流の危険がある。 

  これらの災害を防止するため、砂防堰堤と流路工の整備や、治水上の影響が大きい

地すべり、崖崩れ等、危険度が高い急傾斜地区については、積極的に防止対策事業を

推進する。 

さらに、今後の開発計画、森林伐採計画等の検討にあたり、治山・河川の防災工事

の促進などについて、関係機関・団体等との協議を重ね、地域住民の生命、身体また

は財産を保護するという認識に立って総合的な防災施策を積極的に推進する必要があ

る。 

また、道路決壊及び橋梁決壊により集落の孤立化も懸念されるため、早急に危険箇

所の解消を図るべく、道路防災事業の推進も急務である。災害時に備え、防災行政無

線や山崩れ発生予知テレメーターや光ケーブルネットワーク等を整備し、町（災害対

策本部）からの地区住民に対する警戒避難体制を強化し、被害を最小限に止めるよう

努めなければならない。 

 

２ 火 災 

  火災については、生活様式の多様化に伴い、その発生要因も多種多様になってきて

いる。また、防火対象物（建築物等）についても耐火構造化しつつはあるものの、住

宅密集地では大部分の木造家屋が多く、大火によって大きな損害を受けることも懸念

される。さらには、山林火災にも十分な注意が必要である。 

火災を未然に防止するためには、消防団をはじめ地域住民の火災予防、予防消防の

思想の高揚に努めるとともに、自主防災組織や民間企業の自衛消防組織の確立を図る

必要がある。 
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なお、また、平成２７年４月に西臼杵広域行政事務組合消防本部が発足したことに

より消防力が充実強化されたところであるが、今後とも計画的に整備を図り、消防施

設及び消防団装備の充実にも努め、消防本部と消防団の連携及び訓練の強化を図り、

消防力のさらなる充実を推進する。 

 

３ 震災・火山災害 

  宮崎県内に被害を及ぼした近年の地震のうち、日向灘沖で発生した地震が圧倒的に

多く県内各地で被害が記録されている。さらに宮崎県では、最大クラスの地震のシミ

ュレーションを行い、平成２５年１０月に南海トラフ巨大地震によって生じる本県の

被害想定を行っている。 

  高千穂町においては、平成２８年４月に発生した熊本地震で震度５強を計測し、人

的被害はなかったものの、落石によって国道等が一時不通となるなど、町民の生活に

少なからず影響を与えた。 

このように、不意に発生する自然災害に対しての事前の防御は困難であるが、地域

の総力をあげた緊急対策が必至である。このため平常時から災害に備え、公共施設を

はじめ各種施設の耐震診断等を実施し、関連事業の導入により耐震補強を行うなど、

今後の地震防災体制の強化を図ってゆく必要がある。 

 

４ 災害時要配慮者への配慮・地理的条件への対応 

    すべての災害に対して、災害時要配慮者である高齢者や身障者、あるいは観光客等

への万全の安全対策を講ずる。また、消防団や防災関係機関、関係団体との連携を密

にし、有事の際は即対応できるよう体制づくりに努める。 

 

５ 住民及び事業者の基本的責務 

    住民及び事業者（管理者）は、各々の防災活動を通じて防災に寄与するとともに、

町が処理する防災業務について、自発的に協力するものとする。 

⑴ 住民の基本的責務 

     「自分たちの地域は自分たちで守る」「自らの身の安全は、自ら守る」が防災の

基本であり、住民はこの観点に立ち、地域ぐるみの住民の自主防災組織を育成強化

し、日頃から自主的に災害等に備え、防災訓練や各種防災知識の普及啓発活動をは

じめ、町、消防団等が行う防災活動と連携・協力する必要がある。 

また、住民は、災害に際しての警戒・避難活動等における隣保相互等により、被

害を未然に防止し、あるいは最小限にとどめるため、相互に協力するとともに、町

が実施する防災業務について、自発的に協力し、町民全体の生命、身体及び財産の

安全の確保に努めなければならない。 

 

⑵ 事業所基本的責務 

     事業所の事業者（管理者）は、町及びその他の行政機関が実施する防災業務につ

いて協力するとともに、事業の実施に当たっては、従業員や顧客の安全を守りなが

ら、経済活動の維持、地域への貢献等の役割を果たすなど、その社会的責務を自覚

し、災害を防止するため最大限の努力を払うものとする。 
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第３節 防災上重要な機関の処理すべき事務または業務の大綱 

  本節は、高千穂町、宮崎県、並びに本町内の区域を管轄する指定地方行政機関、指定

公共機関、指定地方公共機関及び公共的団体その他防災上重要な施設の管理者が、本町

区域に係る防災に関し処理すべき事務または業務を示す。 

 

１ 高千穂町 

  町は、第１段階の防災機関としておおむね次の事項を担当し、また、災害救助法が

適用された場合は、県（知事）の委任に基づき必要な救助の実施にあたる。 

処理すべき事務または業務の大綱 

【災害予防】 

１) 防災会議に係る事務に関すること。 

２) 災害対策本部等防災対策組織の整備に関すること。 

３)  防災施設の整備に関すること。 

４)  防災に係る教育、訓練に関すること。 

５)  県及び防災関係機関との連絡調整に関すること。 

６)  防災に必要な資機材等の整備、備蓄に関すること。 

７)  生活必需品、応急食料等の備蓄に関すること。 

８)  給水体制の整備に関すること。 

９)  管内における公共的団体及び自主防災組織の育成指導に関すること。 

10)  災害危険区域の把握に関すること。 

11)  各種災害予防事業の推進に関すること。 

12)  防災知識の普及に関すること。 

【災害応急対策】 

13)  水防・消防等応急対策に関すること。 

14)  災害に関する情報の収集、伝達及び被害調査に関すること。 

15)  避難の指示・勧告及び避難者の誘導並びに避難所の開設に関すること。 

16)  災害時における文教、保健衛生に関すること。 

17)  災害広報に関すること。 

18)  被災者の救難、救助その他の保護に関すること。 

19)  復旧資機材の確保に関すること。 

20)  災害対策要員の確保、動員に関すること。 

21)  災害時における交通、輸送の確保に関すること。 

22)  関係防災機関が実施する災害対策の調整に関すること。 

23)  地域安全対策に関すること 

24) 災害廃棄物の処理に関すること。 

【災害復旧】 

25)  公共土木施設、農地及び農林水産用施設等の新設、改良及び災害復旧に関す

ること。 

26)  災害弔慰金・災害障害見舞金の給付及び災害援護資金の貸付に関すること。 

27)  町民税等公的徴収金の猶予、減免措置に関すること。 

28)  義援金品の受領、配分に関すること。 
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２ 西臼杵広域行政事務組合消防本部 

処理すべき事務または業務の大綱 

【災害予防】 

１) 消防用施設等の整備に関すること。 

２)  火災予防に係る教育、訓練に関すること。 

３)  防災関係機関との連絡調整に関すること。 

４)  防災に必要な資機材等の整備、備蓄に関すること。 

５)  各種火災予防事業の推進に関すること。 

６)  危険物施設等に係る予防対策に関すること。 

７)  応急救護の知識等に係る指導に関すること。 

【災害応急対策】 

８)  消防等応急対に関すること。 

９)  災害情報の収集・伝達及び被害調査に関すること。 

10)  避難者の誘導に関すること。 

11)  被災者の救助その他の保護に関すること。 

12)  復旧資機材の確保に関すること。 

13)  災害対策要員の確保・動員に関すること。 

14)  防災関係機関が実施する災害対策の調整に関すること。 

15)  危険物施設等に係る応急対策に関すること。 

 

３ 宮崎県（本庁、関係出先機関） 

処理すべき事務または業務の大綱 

【災害予防】 

１） 防災会議に係る事務に関すること。 

２） 宮崎県災害対策本部等防災対策組織の整備に関すること。 

３） 防災施設の整備に関すること。 

４） 防災に係る教育、訓練に関すること。 

５） 国、市町村及び防災関係機関との連絡調整に関すること。 

６） 防災に必要な資機材等の整備、備蓄に関すること。 

７） 食料、飲料水、その他生活必需品の備蓄に関すること 

８） 危険物施設の保安確保に必要な指導、助言及び立ち入り検査に関すること。 

９） 防災行政無線通信施設の整備と通信の確保に関すること。 

10） 防災知識の普及に関すること。 

【災害応急対策】 

11） 災害予警報等情報の収集・伝達に関すること。 

12） 市町村の実施する被災者の救助の応援及び調整に関すること。 

13） 被災児童生徒等に対する応急教育の実施に関すること。 

14） 災害救助法の適用に関すること。 

15） 災害時の防疫その他保健衛生に関すること。 
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16） 水防管理団体の実施する水防活動及び市町村の実施する消防活動に対する指

示、調整に関すること。 

17） 公共土木施設、農地及び農林水産用施設等に対する応急措置に関すること。 

18） 農産物、家畜、林産物及び水産物に対する応急措置に関すること。 

19） 緊急通行車両の確認及び確認証明書の交付に関すること。 

20） 自衛隊の災害派遣要請に関すること。 

21)  地域安全対策に関すること。 

22） 災害廃棄物の処理に関すること。 

23） 公共土木施設、農地及び農林水産用施設等の新設、改良及び災害復旧に関する

こと。 

24） 物価安定に関すること。 

25） 義援金品の受領、配分に関すること。 

26） 災害復旧資材の確保に関すること。 

27） 災害融資等に関すること。 

 

４ 宮崎県警察本部（高千穂警察署） 

処理すべき事務または業務の大綱 

【災害予防】 

１） 災害警備実施計画に関すること 

２） 通信確保に関すること。 

３） 関係機関との連絡協調に関すること。 

４） 災害装備資機材の整備に関すること。 

５） 危険物等の保安確保に必要な指導、助言に関すること。 

６） 地下街等の保安確保に必要な指導、助言に関すること。 

７） 防災知識の普及に関すること。 

【災害応急対策】 

８） 災害情報の収集及び伝達に関すること。 

９） 被害実態の把握に関すること。 

10） 被災者の救出及び負傷者等の救護に関すること。 

11） 行方不明者の調査に関すること。 

12） 危険箇所の警戒及び住民に対する避難指示、誘導に関すること。 

13） 不法事案等の予防及び取締に関すること。 

14） 被災地、避難場所、重要施設等の警戒に関すること。 

15） 避難路及び緊急交通路の確保に関すること。 

16） 交通の混乱の防止及び交通秩序の確保に関すること。 

17） 広報活動に関すること。 

18） 遺体の調査・検視に関すること。 
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５ 指定地方行政機関 

機 関 名 処理すべき事務または業務の大綱 

九州森林管理局 

（宮崎北部森林 

管理署） 

【災害予防】 

１） 国有保安林・治山施設の整備に関すること。 

２） 林野火災予防体制の整備に関すること。 

【災害応急対策】 

３） 林野火災対策の実施に関すること。 

４） 災害対策資機材の供給に関すること。 

【災害復旧】 

５） 復旧対策資機材の供給に関すること。 

九州農政局 

（九州農政局 

宮崎県拠点） 

【災害予防】 

１） 米穀の備蓄に関すること。 

２） 防災営農体制の指導及び農地防災事業の推進に関すること。 

３） 農地保全施設の管理体制の強化、指導に関すること。 

【災害応急対策】 

４） 農業関係被害の調査・報告に関すること。 

５） 災害時における病害虫の防除及び家畜の管理等に関するこ

と｡ 

６） 応急用食料の調達・供給に関すること。 

７） 種子及び飼料の調達・供給に関すること。 

【災害復旧】 

８） 農業協同組合等の金融機関に対する融資等の指導に関するこ

と。 

９） 農地・農業用施設の復旧対策の指導に関すること。 

10） 農地・農業用施設の復旧事業費の査定に関すること。 

11） 土地改良機械の緊急貸付に関すること。 

12） 被害農林漁業者等に対する災害融資に関すること。 

13） 技術者の緊急派遣等に関すること。 

宮崎地方気象台 

【災害予防】 

１） 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集、発

表に関すること。 

２） 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震

動に限る。）及び水象の予報・警報等の防災情報の発表、伝達

及び解説に関すること。 

３） 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に関するこ

と。 

４） 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助関す

ること。 

５） 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及・啓発に関するこ

と。 
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九州地方整備局 

（延岡河川国道 

事務所） 

【災害予防・災害応急対策】 

１） 直轄公共土木施設の整備と防災管理に関すること。 

２） 直轄河川の水防に関すること。 

３） 直轄国道の維持・回復に関すること。 

４） その他、所管施設について、緊急を要すると認められる場

合、大規模災害時の応援に関する協定書に基づく適切な緊急

対応の実施に関すること。 

 

６ 自衛隊 

処理すべき事務または業務の大綱 

【災害予防】 

１） 災害派遣計画の作成に関すること。 

２） 地域防災計画に係る訓練の参加協力に関すること。 

【災害応急対策】 

３） 災害派遣による県・市町村その他の防災関係機関が実施する災害応急対策の支

援協力に関すること。 

 

 ５ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

機 関 名 処理すべき事務または業務の大綱 

日本郵便株式会社 

【災害応急対策】 

１） 災害情報の収集及び伝達に関すること。 

２） 災害時における郵便事業に係る災害特別事務取扱い及び援

護対策に関すること。 

３） 災害時における郵便事業運営の確保に関すること。 

４） 災害時における郵便局窓口業務の確保に関すること。 

５） 覚書に基づく道路情報把握への協力に関すること。 

西日本電信電話 

株式会社 

【災害予防】 

１） 電気通信設備の整備と防災管理に関すること。 

２） 応急復旧用通信施設の整備に関すること。 

【災害応急対策】 

３） 気象警報の伝達に関すること。 

４） 災害時における重要通信に関すること。 

５） 災害関係電報、電話料金の減免に関すること。 

日本赤十字社 

宮崎県支部 

【災害予防】 

１） 災害救援体制の整備に関すること。 

２） 災害救援物資等の備蓄に関すること。 

【災害応急対策】 

３） 災害時における医療助産等救護活動の実施に関すること。 

４） 避難所での活動、義援金品の募集、配分等の協力に関する

こと。 
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九州電力送配電㈱

延岡配電事業所 

【災害予防】 

１） 電力施設の整備と防災管理に関すること。 

【災害応急対策】 

２） 災害時における電力の供給確保に関すること。 

【災害復旧】 

３） 被災電力施設の復旧事業の推進に関すること。 

日本放送協会 

宮崎放送局 

【災害予防】 

１） 住民に対する防災知識の普及と警報の周知徹底に関するこ   

と。 

【災害応急対策】 

２） 住民に対する災害応急対策等の周知徹底に関すること。 

【災害復旧】 

３） 社会事業等による義援金の募集に関すること。 

民間放送各社 

【災害復旧】 

１） 防災知識の普及と警報等の周知に関すること。 

【災害応急対策】 

２） 災害情報及び災害対策等の周知に関すること。 

西臼杵郡医師会 
【災害応急対策】 

１） 災害時における医療救護・助産の活動に関すること。 

２） 負傷者に対する医療活動に関すること。 

宮崎県 

トラック協会 

【災害応急対策】 

１） 災害時における救助物資等の貨物自動車による輸送の確保

に関すること。 

宮崎交通 

延岡営業所 

【災害予防・災害応急対策】 

１） 災害時における被災者のバスによる輸送の確保に関するこ

と。 

２） 災害における学校、病院及び社会養護施設等の通学、通院

利用者の臨時応急輸送に関すること。 

宮崎県 

ＬＰガス協会 

【災害予防・災害応急対策】 

１） ガス供給施設の整備と管理に関すること。 

２） 災害時におけるガス供給の確保に関すること。 
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６ その他公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

機 関 名 処理すべき事務または業務の大綱 

消 防 団 

【災害予防】 

１） 団員能力の維持・向上に関すること。 

２） 町及び区・集落の行う防災対策への協力に関すること。 

【災害応急対策】 

３） 災害の情報の収集・伝達に関すること。 

４） 消防活動に関すること。 

５） 救急・救助活動に関すること。 

６） 避難活動に関すること。 

７） 行方不明者の捜索に関すること。 

８） その他、災害応急対策に関すること。 

高千穂地区 

農業協同組合
 

【災害予防・災害応急対策】 

１） 県、町が行う被害状況調査及び応急対策への協力に関する

こと。 

２） 農業生産資材及び農家生活資材の確保、斡旋に関すること。 

３） 農作物災害応急対策の指導に関すること。 

４） 被災農家に対する資金の融資及び斡旋に関すること。 

５） 燃料の確保に関すること。 

西臼杵森林組合 

【災害予防・災害応急対策】 

１） 県、町が行う被害状況調査及び応急対策への協力に関する

こと。 

２） 被災組合員に対する融資の斡旋に関すること。 

３） 救助活動等における重機、車両等の協力に関すること。 

４） 風倒木、被害木、漂流木の処理に関すること。 

高千穂町商工会 

【災害予防・災害応急対策】 

１） 県、町が行う被害状況調査及び応急対策への協力に関する

こと。 

２） 被災会員に対する融資または融資の斡旋に関すること。 

３） 救助用物資、復旧資材の確保についての協力に関すること。 

高千穂町社会福祉 

協議会
 

【災害予防・災害応急対策】 

１） 要配慮者対策に関すること。 

２） 町及び集落等が行う防災対策への協力に関すること。 

３） 要配慮者の災害応急対策に関すること。 

４） 災害ボランティアセンターに関すること。 

高千穂町国民健康

保険病院 

【災害予防】 

１） 防災に関する施設の整備と避難訓練の実施に関すること。 

【災害応急対策】 

２） 災害時における収容者の保護及び誘導に関すること。 

３） 災害時における病人等の収容及び保護に関すること。 

４） 災害時における被災負傷者の治療に関すること。 
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町立小・中学校 

保育園等 

【災害予防】 

１） 避難施設の整備及び避難訓練の実施に関すること。 

【災害応急対策】 

２） 災害時における園児・児童生徒の保護及び誘導に関するこ

と。 

３） 町が実施する災害応急対策への協力に関すること 

社会福祉施設管理

者及び経営者 

【災害予防】 

１） 避難施設の整備及び避難訓練の実施に関すること。 

【災害応急対策】 

２） 災害時における施設入所者の避難誘導に関すること。 

３） 町が実施する災害応急対策への協力に関すること。 

水道施設管理者 

【災害予防・災害応急対策】 

１） 水道施設の整備と防災管理に関すること。 

２） 災害時における水の確保に関すること。 

３） 被災施設の応急対策と災害復旧に関すること。 

その他公共的団体

及び防災上重要な

施設の管理者 

 それぞれの職務に関する防災管理、応急対策及び災害復旧に

関すること。 
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第４節 高千穂町の地勢と災害要因、災害記録 

 本節では、高千穂町の地形、地質、また降雨量など自然的要因、人口・産業など社会

的要因にふれ、更に台風や集中豪雨等本町の特徴的な災害履歴と災害特性を示した。 

 

１ 位 置 

  高千穂町は、九州のほぼ中央部、宮崎県の最西北端に位置し、周囲は北東部が大分

県豊後大野市、北部が同竹田市、北西部が熊本県高森町と山都町、西部から南東部に

かけては、宮崎県五ヶ瀬町から諸塚村、日之影町の順に１市５町１村に接し、町の中

心部は、東経１３１度１８分、北緯３２度４２分にあり、町役場庁舎は標高３２９.５

２ｍの位置にある。 

  町の総面積は、東西約１８㎞、南北約２２㎞で、２３７.５４Ｋ㎡ である。 

  地形は、町のほぼ中心部を九州山脈に源を発した五ヶ瀬川が、北西から南東にかけ

て貫通し、延岡市から日向灘へとそそいでいるが、途中、本町内には名勝天然記念物

高千穂峡が、神秘的かつ雄大に大自然を創出している。 

  岩戸川、上野川、河内川などの大小河川は、いずれも深い渓谷をなし、盆地を形成

している。 

  中央部の三田井地区から祖母傾国定公園の主峰、祖母山（１.７５７ｍ）の麓まで、

集落と農用地が、標高３００ｍから８００ｍの間の傾斜地に、帯状に点在しているが、

高低差や起伏の激しい地形も多く、地形の一体化がはばまれて、道路網の整備など行

政投資も多額で、豪雨等の災害にも軟弱で、急傾斜地特有の災害発生の状況にある。 
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２ 自然的要因 

⑴ 高千穂町の地質は、おおむね秩父古成層からなり、一部は阿蘇火山から流出した

溶岩に覆われ、その象徴的な地質としては、高千穂峡の柱状節理などにも見られる。 

土地は肥沃で植物の生育に適し、農作物は実り豊かで、森林の緑も色濃く、良質

材を生産する。部分的ではあるが、火成岩が所々に噴出している。すなわち花岡岩

を中心にして、その周辺に石英斑岩、石英安山岩、祖母火山岩類もある。 

⑵ 気 候 

   本町は、九州のほぼ中央部に位置し、周辺は北部に標高１，７５７ｍの祖母山を

主峰する障子岳、本谷山等１，０００ｍ以上の祖母傾国定公園山系が連なり、西部

には九州山脈が重畳とし、西北に阿蘇の外輪など地形的にも九州山地の中で、山麗

の高原地帯から盆地まで変化にとみ、寒暖の差が大きい気象条件を伴っている。 

従って、季節の変化も顕著で、冬季の寒気は同じ町内でありながら、標高差で気

温、積雪の量など異なり、農作物も高冷地野菜、花き類等高冷地から平地の栽培ま

で、気象を効率的に活用して生産をあげている。 

 

３ 社会的要因 

⑴ 人 口 

   本町の人口は、昭和３０年の国勢調査２９,９９６人をピークに年々減少し、平成

２７年の国調では１２,７５５人、令和元年１０月１日現在、住民基本台帳人口は 

１２,１８１人となっている。特に高齢化が進行しており、６５歳以上の人口は現在

５,０１５人で全人口の４１.２％を占めている。 

      人口減少の要因は、若年層の町外転出や、出生率の低下などのほか、官公署や民

間企業の規模縮小、閉鎖などが挙げられる。 

   また、世帯数は平成１２年に５,３００世帯、平成２７年に４,６７８世帯と人口

減少に伴い世帯数も減少していたが、核家族化が進んだことで世帯数が増加し、令

和元年１０月現在５,０２２世帯となっている。 

      このような過疎化・高齢化の進む状況の中、核家族化に伴う災害時要配慮者の増

加、生活圏の広域化による昼間の留守家族、消防団の出動人員の低下等が見込まれ、

災害を大きくする要因が懸念される。 

 

⑵ 交 通 

   国道２１８号・国道３２５号の２路線が本町内を通過、または起点とする重要幹

線であり、本町の大動脈と言える。 

県道の整備についても鋭意改良が進められているが、主要地方道として整備促進

を図っている県道は、町中心部から岩戸を経由して、上岩戸から大分県豊後大野市

へ至る、「緒方～高千穂線」、大分県竹田市から五ヶ所、河内を経て五ヶ瀬町赤谷

を結ぶ「竹田～五ヶ瀬線」、諸塚村から向山、秋元を経て国道２１８号に結ぶ「諸
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塚～高千穂線」の３路線である。地元関係整備促進期成会等とともにこれら地方主

要道と一般県道の整備促進を図っている。 

また、町道・農林道の舗装率は高いものの、山間部という悪条件もあり幅員狭小

路線が多く、有事の際の移送路や避難路として利用するには整備が必要な路線が多

い。 

鉄道や空路がない本町にとって、住民生活に密接な道路は、安全対策を含めた改

良工事、道路排水の処理、安全施設等の設置などの整備が必要であり、災害時にも

避難及び応急物資の搬送・搬入等緊急輸送路としての活用を果たせるよう整備を図

らなければならない。 

 

４ 災害の記録 

  高千穂町の災害には、台風・大雨・洪水・火災等があり、被害記録として主なもの

は資料編に掲載している。 
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